
令和8年5月26日

労働保険番号 事業場名称又は事業主氏名

(様式2号）

　労働保険料等に係る　督促状　について、当局労働保険徴収課に保管していますので、下記事業場又は
事業主は、当局分庁舎（横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル9階）の労働保険徴収課に来課の上
受領してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働保険特別会計歳入徴収官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川労働局長　　宿里　明弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
送達を受けるべき事業場又は事業主

公　示　送　達　書

（注意）　国税通則法第１４条第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときに書類の送達があったも
のとみなされます。


